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枚方市職員措置請求に係る監査結果について 

 

 

 

地方自治法（以下「法」という。）第 242条第１項に基づき、平成 29年３月 27日付けで請求の

あった標記の件について別紙のとおり、その結果を通知します。 
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第１. 監査の結果 

   

本件請求については、合議により次のように決定した。 

 

   本件請求については、却下する。 

 

 

第２. 監査の請求 

  

１．請求人           １ 名 

 

２．監査請求書の提出    平成29年３月27日 

  

３．請求の内容 

 

請求の要旨（原文のまま） 

竹内脩前枚方市長は、池上典子枚方市議会議員に政務活動費として、平成 26年 4月 10

日210,000 円、平成26年7月1日210,000円、平成26年10月1日210,000 円、平成 27年 1月 5

日 210,000円、合計 840,000 円を支払いました。 

平成 28 年 11 月初め、私は、議会事務局にて､池上典子枚方市議会議員の領収証 2 通

のコピーの交付を受けたところ、その内容に疑義がありました。それは、平成 27 年 2

月 17日及び平成 27 年 3月 12日に市政報告 35号、36号作成し、配布されたとの領収

証で、平成 27年 3月 31日に受理されたものであります。 

しかしながら、市政報告 35 号､36 号は、作成の実態がなく、その作成費用等に対し

て政務活動費の支払いをすることは不当であるため、私は、伏見隆枚方市長が､池上典

子枚方市議会議員に対して、政務活動費の返還を求めるべきであると考え､住民監査請

求書を提出致します。 

尚、住民監査請求は、その行為のあった日から 1 年以上経過している場合は､請求す

ることはできない。とありますが、池上典子議員提出の補足資料が平成 29年 1月 19 日

に議会事務局に提出されており、完全なる資料としては、1年以内となる。 
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添付資料 

① 領収書 市政報告 35号印刷ポスティング等 

② 領収書 市政報告 36号印刷ポスティング等 

③ 領収書 市政報告 34号印刷 折・ポスティング 22,000 部 

④ 池上典子議員提出の補足資料（平成 29年１月 19日） 

 

 

第３．監査の実施 

 

１．要件審査及び請求の受理 

 

本件請求書は、平成29年３月27日に提出され、受付を行った。 

その後、監査委員協議の結果、地方自治法（以下「法」という。）第242条に規定す

る要件のうち、請求期間に係る要件を除きこれを具備しているものと認め、平成29年

３月29日に、提出日に遡り受理することを決定した。 

 

 ２．監査委員の除斥 

 

監査委員のうち枚方市議会議員から選任された岩本優祐監査委員及び山口勤監査委

員については、法第199条の２の規定により除斥とした。 

 

 ３．請求人の陳述及び新たな証拠の提出 

 

法第242条第６項の規定に基づき、平成29年４月18日に陳述及び新たな証拠の提出の

機会を設けた。 

請求人から請求書に沿って陳述が行われ、併せて次のとおり新たな証拠の提出があり、

同日付けで受理した。 

①  池上典子議員の政務活動費についてのやりとり 

②  池上のりこの市政報告ＮＥＷＳ 2015年 春号 地域配布版 第35号 

③  池上のりこの市政報告ＮＥＷＳ 2015年 春号 地域配布版 第36号 
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第４．監査の対象部課の説明 

 

   本件請求に関し、平成29年４月12日付けで市議会事務局に平成26年度の池上典子議

員の政務活動費に係る支払日や金額等について事実関係の照会を行い、同月14日付け

で回答があった。 

 

 

第５．監査委員の判断 

 

 １．政務活動費について 

 

   政務活動費は、法第100条第14項において、「普通地方公共団体は、条例の定めると

ころにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部

として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。

この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務

活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」と規定さ

れ、同条第15項では、「前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定め

るところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するもの

とする。」と規定されている。 

   これを受けて、本市では、枚方市議会議員に対する政務活動費の交付に関する条例

を定め、第７条第１項において、「政務活動費の交付を受けた議員は、市規則で定める

ところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支報告書」という。）

並びに領収書又は当該支出の事実を証する書類その他議長が確認のために必要と認め

る書類、帳簿等（以下「領収書等」という。）を議長に提出しなければならない。」と

規定し、同条第２項において、「前項の規定による収支報告書及び領収書等の提出は、

前年度に交付を受けた政務活動費について、毎年４月１日から同月30日までの間に行

うものとする。」と規定している。そして、同条第４項において、「議長は、第１項の

規定による収支報告書の提出があったときは、当該収支報告書の写しを市長に送付す

るものとする。」と規定している。 
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２．請求期間について 

    

住民監査請求の請求期間は、法第242条第２項において、「当該行為のあった日又は終

わった日から１年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由

があるときは、この限りでない。」と規定されている。 

 

３．本件請求に係る請求期間について 

 

本件請求の監査対象となる池上典子議員の平成 26 年度分の政務活動費については、

平成 26年４月 10日に210,000 円、同年７月１日に210,000円、同年10月１日に210,000 円、平

成 27 年１月５日に 210,000 円、合計 840,000 円が支払われている。その後、平成 27

年４月２日付けで同議員から議長に収支報告書及び領収書等が提出され、市議会事務局

において内容確認の後、平成 27年４月 30日に確定の決裁処理が行われ、同日付けで議

長から市長に収支報告書の写しが送付されている。（枚議第 151号） 

   したがって、平成27年４月30日が平成26年度政務活動費の交付に係る財務会計上の

最後の行為があった日となり、この日から１年以内が住民監査請求できる期間となる。 

 

４．本件請求の適法性について 

請求人は「住民監査請求は、その行為のあった日から1年以上経過している場合は、

請求することはできない。とありますが、池上典子議員提出の補足資料が平成29年1月

19日に議会事務局に提出されており、完全なる資料としては、1年以内となる。」と主張

しているが、本件請求は、財務会計上の最後の行為があった日である平成27年４月30

日から１年を経過した後になされたものである。 

また、収支報告書及び領収書等は平成27年４月30日以降速やかに公開されており、客

観的に法の定める期間内に住民監査請求を行うことが不可能又は著しく困難な状況に

あるとはいえず、法第242条第２項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する事情

も認められないことから、住民監査請求の要件を欠いており不適法である。 
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５．意見 

 

政務活動費については、市のホームページや議会図書室において情報の公開が行われ

ているが、全国的に政務活動費に対する関心が高まる中、今後も市民への説明責任が果

たせるように適正な運用及び使途の透明性の確保に努められたい。 
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